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各都道府県消防防災主管部（局） 
東京消防庁・各指定都市消防本部 
 
 

消防庁消防・救急課 
 
 

新型コロナウイルス感染症による地方公共団体職員の健康管理・安全管理に 
ついて（情報提供） 

 
 
総務省自治行政局公務員部安全厚生推進室から「新型コロナウイルス感染症による地方

公共団体職員の健康管理・安全管理について」が別紙のとおり発出されましたのでお知らせ
いたします。 
各都道府県におかれては、貴都道府県内の消防本部に対してもこの旨を周知いただきま

すようお願いいたします。 
 
 
 

連絡先 
消防庁消防・救急課 阿部、田村、佐井 
電 話：03-5253-7522 
E-mail：shokuin@soumu.go.jp 

御中 



総 行 安 第 ９ 号 

令和２年３月２６日 

各都道府県総務部（局）長 

（安全衛生担当課・公務災害担当課扱い） 

（市町村担当課・区政課扱い） 

各 指 定 都 市 総 務 局 長 

（安全衛生担当課・公務災害担当課扱い）  

総務省自治行政局公務員部 

安 全 厚 生 推 進 室 長 

（ 公 印 省 略 ） 

新型コロナウイルス感染症による地方公共団体職員の健康管理・安全管理について 

各地方公共団体におかれては、この度の新型コロナウイルス感染症への対応に多大なご尽力をいただ

いているところですが、特に、感染が拡大傾向にある地域にあっては、保健師、消防職員、医療関係に

従事する職員等においては、精神的な緊張を伴う職務の中で心身の負担が過度となりメンタルヘルス不

調をきたすことが懸念されること等から、下記１について積極的にご活用いただくとともに、また、職

場内の感染拡大防止及び適切な公務災害補償の実施の観点から、下記２についてご留意いただきますよ

う、よろしくお願いいたします。 

なお、各都道府県総務部（局）長におかれましては、貴都道府県内の市区町村及び一部事務組合等に

対し、この旨周知いただきますようお願いいたします。 

記 

１．メンタルヘルス等に係る相談について 

  地方公共団体職員を対象としたメンタルヘルス等に係る相談については、各共済組合が実施してい

る相談事業や、（一財）地方公務員安全衛生推進協会（以下「安衛協」という。）によるメンタルヘ

ルス対策サポート推進事業※を有効に活用していただきたいこと。

２．新型コロナウイルス感染症を発症した場合の相談体制等について 

  職員が新型コロナウイルス感染症を発症した場合には、原因が公務、私事に関わらず、各所属から

人事当局への報告を行うなど適切に対応いただきたいこと。 

  また、例えば、患者の診療若しくは看護の業務に従事したために新型コロナウイルス感染症を発症

するなど、公務又は通勤に起因して発症したものであると認められるときは、公務災害補償又は通勤

災害補償の対象となることから、その旨を、職員向けポータルサイト等において、新型コロナウイル

ス感染症の予防に関することと併せて周知していただきたいこと。

※ メンタルヘルス対策サポート推進事業

主に人事担当者・安全衛生担当者・福利厚生担当者向けに、メンタルヘルス対策全般に係る相談窓

口を設置し、専門の相談員（臨床心理士等）が電話・メール等によりアドバイスを行っています。 

  http://www.jalsha.or.jp/schd/schd08（平成 31 年４月１日付け地基メ第６号、安衛推協第 70 号

地方公務員災害補償基金理事長及び安衛協理事長通知により各地方公共団体に通知しています。なお、

令和２年度の同通知については、令和２年４月１日に通知予定です。） 
上記のほか、各地方公共団体に臨床心理士等を派遣する「メンタルヘルス対策支援専門員派遣事業」も行っていま

す。 

（注）詳細については、安衛協企画課（TEL 03－3230-2021（直通））にご確認ください。 

殿 

【連絡先】 

公務員部安全厚生推進室 

担当：森谷、番、渡邉 

電話：03-5253-5560（直通） 

別 紙



地 基 メ 第 ６ 号 

安 衛 推 協 第 7 0 号 

平 成 3 1 年 ４ 月 １ 日 

 

各地方公共団体の長 

            殿 

各一部事務組合等の長 

 

地 方 公 務 員 災 害 補 償 基 金 

理事長 田谷  聡 

                           （公印省略） 

 

一般財団法人地方公務員安全衛生推進協会 

理事長 渕上 俊則 

                           （公印省略） 

 

平成 31 年度メンタルヘルス対策の支援事業の実施について 

 

 メンタルヘルス対策は、労働安全衛生法（昭和 47 年法律第 57 号）により事業者の

責務とされており、また、労働安全衛生法の一部を改正する法律（平成 26 年法律第

82 号）により、新たにストレスチェックの実施等が事業者の義務とされ、民間企業と

同様、地方公共団体においても各任命権者において適切なメンタルヘルス対策の実施

が求められているところです。 

 このように、メンタルヘルス対策への社会的関心が高まっており、加えてメンタル

ヘルス対策の実施は公務災害の防止にもつながることから、本年度におきましても、

職場のメンタルヘルス対策を担当する地方公共団体等の職員向けの相談窓口を設置

する等により、地方公共団体等のメンタルヘルス対策を支援することとしました。 

つきましては、別添のとおり、事業概要をお送りしますので、積極的な活用をお願

いいたします。 

 

 

 

 

  



メンタルヘルス対策サポート推進事業

地方公共団体等

職場のメンタルヘルス対策を担当する地方公共団体等の職員向けに、メンタルヘルス対策のための体制づ

くりや計画の策定方法をはじめ、ストレスチェックの実施方法も含めたメンタルヘルス対策全般にかかる相談
窓口を設置し、専門の相談員（臨床心理士等）がアドバイスを行う。
また、相談内容等を踏まえ、必要な場合には相談員を現地に派遣し、アドバイスを行う。

事業概要

対象者

・電話受付:週2日【原則、月・木】
10:00～16:00（12:00～13:00を除く）
※受付日は、協会ホームページに掲載）

・Eﾒｰﾙ受付:全日24時間
・必要な場合、相談員を派遣

地方公務員安全衛生推進協会
（メンタルヘルス対策サポート窓口）

＜窓口担当者＞

・メンタルヘルス相談員

地方公共団体等の管理職員、人事・職員厚生担当者、衛生管理者等のメンタルヘルス対策担当職員

地方公務員災害補償基金
メンタルヘルス対策サポート推進室

サポート
（その他メンタルヘルス対策全般に関すること）

連携

サポート
（電話、メール等によ
るアドバイス）

【相談事例】

・メンタルヘルス不調
者等に対する個別
具体的な対応策

・ストレスチェックの
実施方法

・職場のメンタルヘル
ス全般に関すること

等

相談
（電話、メール）

※相談事例をとりまとめ、
ホームページ等で情報発信

（別添１－１）



（別添１－２）メンタルヘルス対策サポート推進事業の概要 

 

1.窓口設置日  平成３１年４月４日（木）  

（１）電話相談受付【専用ダイヤル】03－5213－4310 

   相談受付日：原則、週２日【月・木】（ただし、祝日・年末年始を除く） 

   受付時間 ：10：00～16：00（12：00～13：00 を除く） 

   ※別添１－３及び協会ホームページ（http://www.jalsha.or.jp/）にてご確認

ください。 

（２）Eメール相談受付【専用アドレス】 menherusodan@jalsha.or.jp 

   相談受付日・受付時間：全日 24 時間 

   ※原則、ご相談に対する回答は、電話相談受付日となります。 

（３）相談員派遣 

   窓口による相談内容等を踏まえ、必要な場合には相談員を派遣します。 

 

２ 対  象  者  地方公共団体等の管理職員、人事・職員厚生担当者、衛生管理者

等のメンタルヘルス対策担当職員 

 

３ 費   用  無料 

 

４ 留 意 事 項   

（１）相談は、臨床心理士等のメンタルヘルス相談員が対応いたします。 

（２）E メールによる相談は、原則、電話又はメール返信により、電話相談受付日に

回答いたします。 

（３）相談内容等を踏まえ、必要な場合には相談員を派遣します。 

（４）相談内容とお答えした内容については、個人情報や個人の特定に繋がるような

情報を削除し、改編した上で、事例等として協会ホームページで公開させていた

だく場合があります。 

（５）なお、その他メンタルヘルス対策全般に関することについては、基金メンタル

ヘルス対策サポート推進室にご相談ください。 

 

〔問い合わせ先〕 

地方公務員災害補償基金 メンタルヘルス対策サポート推進室 平野、加藤 

〒102-0093 千代田区平河町２－16－１ 平河町森タワー８Ｆ 

電話：03-5210-1342   FAX：03-5210-1348 

一般財団法人地方公務員安全衛生推進協会 企画課 中尾、古俣 

〒102-0083 千代田区麹町３丁目２番地 垣見麹町ビル 

電話：03-3230-2021   FAX：03-3230-2266 



平成31年4月～
　※電話相談は、カレンダーに「○」を記した日の10時～16時（12時から13時を除く）となります。
　　また、Eメールによる相談は、専用アドレスにて全日24時間受け付けています。

４　月
１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １３ １４ １５ １６ １７ １８ １９ ２０ ２１ ２２ ２３ ２４ ２５ ２６ ２７ ２８ ２９ ３０

月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火

電話相談日 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

５　月
１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １３ １４ １５ １６ １７ １８ １９ ２０ ２１ ２２ ２３ ２４ ２５ ２６ ２７ ２８ ２９ ３０ ３１

水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金

電話相談日 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

６　月
１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １３ １４ １５ １６ １７ １８ １９ ２０ ２１ ２２ ２３ ２４ ２５ ２６ ２７ ２８ ２９ ３０

土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

電話相談日 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

７　月
１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １３ １４ １５ １６ １７ １８ １９ ２０ ２１ ２２ ２３ ２４ ２５ ２６ ２７ ２８ ２９ ３０ ３１

月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水

電話相談日 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

８　月
１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １３ １４ １５ １６ １７ １８ １９ ２０ ２１ ２２ ２３ ２４ ２５ ２６ ２７ ２８ ２９ ３０ ３１

木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

電話相談日 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

９　月
１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １３ １４ １５ １６ １７ １８ １９ ２０ ２１ ２２ ２３ ２４ ２５ ２６ ２７ ２８ ２９ ３０

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月

電話相談日 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

10　月
１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １３ １４ １５ １６ １７ １８ １９ ２０ ２１ ２２ ２３ ２４ ２５ ２６ ２７ ２８ ２９ ３０ ３１

火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木

電話相談日 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

11　月
１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １３ １４ １５ １６ １７ １８ １９ ２０ ２１ ２２ ２３ ２４ ２５ ２６ ２７ ２８ ２９ ３０

金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

電話相談日 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

12　月
１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １３ １４ １５ １６ １７ １８ １９ ２０ ２１ ２２ ２３ ２４ ２５ ２６ ２７ ２８ ２９ ３０ ３１

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火

電話相談日 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

１　月
１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １３ １４ １５ １６ １７ １８ １９ ２０ ２１ ２２ ２３ ２４ ２５ ２６ ２７ ２８ ２９ ３０ ３１

水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金

電話相談日 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

２　月
１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １３ １４ １５ １６ １７ １８ １９ ２０ ２１ ２２ ２３ ２４ ２５ ２６ ２７ ２８ ２９

土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

電話相談日 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

３　月
１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １３ １４ １５ １６ １７ １８ １９ ２０ ２１ ２２ ２３ ２４ ２５ ２６ ２７ ２８ ２９ ３０ ３１

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火

電話相談日 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

（注）上記の相談日（予定）については、今後、ご相談の状況等を踏まえて変更する場合があります（協会ホームページに掲載します。）。

平成３１年度　メンタルヘルス対策サポート推進事業に係る電話相談日（予定）（別添１－３）
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